
○紀の川市花いっぱい運動補助金交付要綱 

平成１９年３月９日 

告示第２４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、紀の川市花いっぱい運動による環境美化活動を通してうるおいの

ある街づくり、地域コミュニティの推進を実施するものに対し予算の範囲内において

補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀の川市補助金等交付規則（平成

１７年紀の川市規則第４１号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この

告示の定めるところによる。 

（交付対象者） 

第２条 交付の対象者は、花いっぱい運動を実施しようとする土地について、所有権、

地上権その他の権利（公園、広場等の公共施設にあっては、管理者の承認）を有する

者又はこれらの権利を有するものから花壇の設置及び管理についての許可を得たもの

で、次の各号に該当するものとする。 

（１） 自治会、子ども会、老人会、住宅管理組合等で、年間２回以上草花等の植替

えを行うもの。 

（２） ５人以上で組織する花いっぱい運動を実施する団体等で、年間２回以上草花

等の植替えを行うもの。 

（設置場所又は規模） 

第３条 設置場所は、多数の人が観賞できる行政区内の公共道路、道路、水路に接する

場所又は公園等とし、プランターを設置する場合は２０基以上設置するものとする。 

（補助金額） 

第４条 補助金の交付額は、花いっぱい運動に係る花苗、肥料代等に要する経費を対象

とし、別表により算出された額とする。 

２ 補助金の限度額は、１団体年額１０万円までとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条に規定する補助金交付申請書

に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

（１） 事業計画書（様式第１号） 

（２） 土地使用承諾書（様式第２号） 

（３） その他参考となる書類 

（実績報告） 

第６条 規則第１３条に規定する実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 事業実績書（様式第３号） 

（２） その他参考となる書類 



２ 実績報告書の提出期限は、花いっぱい運動を完了した日から起算して１月を越えな

い日又は当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い日までとする。 

（遵守事項） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 草花等が枯死しないように、灌水、施肥及び病害虫駆除をすること。 

（２） 草花等の剪定、除草等景観保全上必要な措置を行うこと。 

（３） その他市長が指示する事項 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（紀の川市花いっぱい運動助成要綱の廃止） 

２ 紀の川市花いっぱい運動助成要綱（平成１８年紀の川市告示第５８号）は、廃止す

る。 

別表（第４条関係） 

補助対象 規模 花苗 肥料等（年間） 

花壇 ５０平方メートル未満 １平方メートル当たり

１１ポット 

２回分 

５００円 

５０～１００平方メー

トル未満 

１，０００円 

１００平方メートル以

上 

１，５００円 

プランター ２０基分まで １基につき３ポット 

２回分 

３００円 

注１ ただし、花苗は１ポット６０円で換算する。 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

 


